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問
　
各
担
当
課

問
　
高
齢
政
策
課（
☎
（27）
２
７
５
２
）

問
　
国
民
健
康
保
険
課（
☎
（27）
２
７
３
７
）

　
　
年
金
医
療
課（
☎
（27）
２
７
３
９
）

問
　
保
健
セ
ン
タ
ー（
☎
（27）
６
２
９
０
）

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
を
行
い
ま
す

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
を
行
い
ま
す

伊
勢
崎
市
は
高
齢
者
の
活
躍
を
応
援
し
て
い
ま
す
！

伊
勢
崎
市
は
高
齢
者
の
活
躍
を
応
援
し
て
い
ま
す
！

医
療
費
通
知
を
発
送
し
ま
す

医
療
費
通
知
を
発
送
し
ま
す

３３
月
は
自
殺
対
策
強
化
月
間
で
す

月
は
自
殺
対
策
強
化
月
間
で
す

　
次
の
二
つ
の
計
画
案
な
ど
に
つ
い
て
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
を
行
い
ま
す
。

皆
さ
ん
の
意
見
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
各
計
画
案
の
詳
細
は
市
HP
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い

第
２
次
伊
勢
崎
市
地
球
温
暖
化
対
策
実
行

計
画（
区
域
施
策
編
）改
定（
案
）

　
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
施
策
を
計

画
的
に
推
進
す
る
た
め
の
計
画
で
す
。

時
　
２
月
２
日（
月
）か
ら
27
日（
金
）ま
で

（
必
着
）

宛
先
　
〒
３
７
２

−

０
８
２
４
　
柴
町
９

５
４
番
地
　
清
掃
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー

21
　
Ｇ
Ｘ
推
進
課
、

（27）
５
３
８
８
、

gxsuishin@
city.isesaki.lg.jp

担
当
課
　
Ｇ
Ｘ
推
進
課（
☎

（27）
５
５
９
６
）

第
４
期
市
耐
震
改
修
促
進
計
画（
２
０
２

６

−

２
０
３
０
）（
案
）

　
建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
を
計

画
的
に
向
上
さ
せ
る
た
め
の
計
画
で
す
。

　
市
は
、「
伊
勢
崎
市
高
齢
者
が
生
き
生
き

と
活
躍
で
き
る
社
会
の
実
現
の
推
進
に
関

す
る
条
例
」を
制
定
し
、
高
齢
者
が
さ
ま

ざ
ま
な
経
験
を
通
じ
て
習
得
し
た
知
識
や

技
能
を
最
大
限
に
発
揮
し
て
活
躍
で
き
る

機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
施
策
を
推
進
し

て
い
ま
す
。

高
齢
者
が
生
き
生
き
と

活
躍
・
活
動
で
き
る
場
が
あ
り
ま
す

　
市
内
に
は
、
高
齢
者
が
知
識
や
技
能
を

生
か
し
活
躍
す
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ

ー
や
、
地
域
の
高
齢
者
が
交
流
を
深
め
る

老
人
ク
ラ
ブ
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん

も
一
緒
に
活
動
し
ま
せ
ん
か
。

【
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
】

　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に
は
、
現
在

４
９
０
人
を
超
え
る
会
員
が
登
録
し
て
お

り
、
仕
事
や
講
習
会
を
通
じ
て
毎
日
生
き

生
き
と
活
躍
し
て
い
ま
す
。

対
　
市
内
に
在
住
で
、
健
康
で
働
く
意
欲

が
あ
る
60
歳
以
上
の
人

※
特
別
な
経
験
や
資
格
は
不
要
で
す

※
入
会
に
は
年
度
会
費（
２
４
０
０
円
）、

印
鑑
、
口
座
情
報
が
必
要
で
す

申
・
問
　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー（
☎

（24）
７
７
２
２
）

　
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
加
入
者
に
医
療
費
通
知
を
発
送
し

ま
す
。
実
際
の
医
療
費
や
請
求
内
容
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
医
療
機
関
な
ど
か
ら
の
請
求
状
況
に
よ

っ
て
、
遅
れ
て
記
載
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す

※
通
知
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
分
を
確
定

申
告
で
使
用
す
る
場
合
や
、
通
知
が
届
く

前
に
確
定
申
告
を
行
う
場
合
は
、
領
収
書

を
確
認
し
て
医
療
費
控
除
の
明
細
書
を
作

成
し
て
く
だ
さ
い

　
３
月
は
、
就
職
や
転
居
な
ど
で
生
活
環

境
が
大
き
く
変
わ
り
体
や
心
の
調
子
を
崩

し
や
す
い
時
季
で
す
。「
誰
も
自
殺
に
追

い
込
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
社
会
」を
目
指

し
て
、
心
の
健
康
や
自
殺
予
防
に
関
す
る

パ
ネ
ル
展
示
、
各
種
相
談
窓
口
の
チ
ラ
シ

と
啓
発
用
品
の
配
布
を
行
い
ま
す
。

パ
ネ
ル
展
の
開
催

【
市
役
所
会
場
】

時
　
３
月
２
日（
月
）か
ら
12
日（
木
）ま
で

の
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
12
日（
木
）は
午
後
３
時
ま
で

場
　
市
役
所
東
館
１
階
市
民
ホ
ー
ル

【
各
図
書
館
会
場
】

時
　
３
月
13
日（
金
）か
ら
18
日（
水
）ま
で

の
午
前
９
時
～
午
後
７
時

※
14
日（
土
）・
15
日（
日
）は
午
後
５
時
ま

で
で
す

※
図
書
館
に
よ
り
休
館
日
が
異
な
り
ま
す

場
　
各
図
書
館

【
く
わ
ま
る
プ
ラ
ザ（
保
健
セ
ン
タ
ー
）会

場
】

時
　
３
月
７
日（
土
）か
ら
18
日（
水
）ま
で

の
午
前
８
時
30
分
～
午
後
９
時

場
　
く
わ
ま
る
プ
ラ
ザ（
保
健
セ
ン
タ
ー
）

（
大
手
町
）

時
　
２
月
９
日（
月
）か
ら
３
月
12
日（
木
）

ま
で（
必
着
）

宛
先
　
〒
３
７
２

−

８
５
０
１
　（
住
所

不
要
）　
市
役
所
建
築
指
導
課
、

（25）
６

３
６
４
、  

sido@
city.isesaki.lg.jp

担
当
課
　
建
築
指
導
課（
☎

（27）
２
７
６
２
）

【
老
人
ク
ラ
ブ
】

　
老
人
ク
ラ
ブ
は
、
地
域
の
高
齢
者
が
レ

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
奉
仕
活
動
な
ど
を
通

じ
て
、
仲
間
同
士
の
交
流
を
深
め
る
自
主

組
織
で
す
。

対
　
市
内
に
在
住
の
お
お
む
ね
60
歳
以
上

の
人

申
・
問
　
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
事
務
局

（
市
社
会
福
祉
協
議
会
、
☎

（25）
４
５
４
６
）

＊
　
　
　
　
＊

い
ず
れ
も

　
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
は
祝
日
を
除

く
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
８
時

30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で
で
す
。

問
　

●
国
民
健
康
保
険
加
入
者
＝
国
民
健
康
保

険
課

●
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
＝
年
金

医
療
課

※
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
の
再
発

行
に
関
す
る
こ
と
は
群
馬
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合（
☎
０
２
７

−

２
５
６

−

７
１
２
６
）に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

悩
ん
で
い
る
人
の
た
め
の
相
談
窓
口

　
悩
ん
で
い
る
人
の
た
め
の
相
談
窓
口
が

あ
り
ま
す
。
心
が
つ
ら
い
と
感
じ
た
ら
、

一
人
で
抱
え
込
ま
ず
に
ま
ず
は
電
話
で
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

▲市HP

相談先一覧

相談先 電話番号 受付期間 受付時間

保健センター 27−6290
月～金曜日
　※祝日・
　年末年始
　は除く

午前８時30分～
午後５時15分

群馬県こころの健康
センター電話相談

027−263−1156
午前９時～午後
５時

こころの健康相談統
一ダイヤル

0570−064−556
午前９時～午後
10時

◀シルバー人材セ
ンターで広報紙の
仕分け作業を行う
会員の様子

▶老人クラブでグ
ラウンドゴルフを
楽しむ会員の様子

意
見
の
提
出
方
法

　
所
定
の
様
式
に
住
所
・
氏
名
・
意
見

と
そ
の
理
由
を
記
入
の
上
、
直
接
ま
た

は
郵
送
・
フ
ァ
ク
ス
・
メ
ー
ル
で
各
担

当
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
資
料
と
所
定
の
様
式
は
、
各
担
当
課
、

市
民
情
報
コ
ー
ナ
ー（
市
役
所
・
各
支

所
）に
あ
り
ま
す
。
市
HP
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

対
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

●
市
内
に
在
住
ま
た
は
在
勤
・
在
学
の

人●
市
内
に
事
務
所
・
事
業
所
が
あ
る
個

人
・
法
人
・
団
体

●
本
市
に
納
税
義
務
が
あ
る
人

●
こ
の
事
案
に
利
害
関
係
が
あ
る
人

▲市HP

▲市HP

▲市HP

発送時期 記載内容

５月下旬 １～３月診療

８月下旬 ４～６月診療

１月中旬 ７～10月診療

２月下旬 11～12月診療

後期高齢者医療制度加入者（年２回発送）

発送時期 記載内容

８月中旬 12～５月診療

２月上旬 ６～11月診療  ※

※確定申告に使用する場合、12月診療分は領収書で対
応してください

国民健康保険加入者（年４回発送）




